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文
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光
仁
朝
の
皇
統
意
識

遠　

藤　
　

み　

ど　

り

は
じ
め
に

現
在
一
般
に
は
︑
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
天
武
系
へ
と
奪
取
さ
れ
た
皇
統
が
︑
天
智
の
孫
で
あ
る
光
仁
の
即
位
に
よ
っ
て
天
智
系
へ
と
移
行
し

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
（
（

︒
実
際
︑
光
仁
の
後
は
桓
武
︱
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
︱
仁
明
︙
︙
と
︑
天
智
系
の
天
皇
が
相
次
い
で
即
位
を
果
た
し
︑

天
皇
の
系
譜
が
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
起
点
と
な
る
光
仁
朝
に
お
い
て
︑

皇
統
の
交
替
は
ど
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

近
年
の
研
究
で
は
︑
天
武
系
皇
統
と
い
う
意
識
は
︑
奈
良
時
代
で
も
特
に
意
識
さ
れ
て
い
た
形
跡
は
な
く
︑
桓
武
が
自
身
の
正
当
性
の
拠
り

所
と
し
て
天
智
系
意
識
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
対
概
念
と
し
て
新
し
く
醸
成
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（
（

︒
ま
た
︑
奈

良
時
代
に
お
い
て
︑
天
智
は
天
武
と
と
も
に
律
令
国
家
の
祖
宗
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り

（
（
（

︑
壬
申
の
乱
か

ら
光
仁
即
位
ま
で
を
天
武
系
の
時
代
と
す
る
従
来
の
考
え
方
は
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒

本
稿
で
は
︑
光
仁
朝
の
皇
統
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
︑
光
仁
の
即
位
が
皇
統
の
交
替
と
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
奈
良
時
代
最
後
の
天

皇
と
し
て
︑
そ
れ
ま
で
の
皇
統
意
識
を
保
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒
第
一
節
で
は
︑
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
智
系
王
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族
と
天
武
系
王
族
の
動
向
か
ら
︑
光
仁
即
位
が
当
時
の
皇
統
意
識
に
お
い
て
順
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
二
節
で
は
︑

光
仁
朝
に
お
け
る
天
武
系
王
族
の
動
向
か
ら
︑
光
仁
朝
に
お
い
て
天
武
系
王
族
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
点
を
明
ら
か
に
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ

て
︑
桓
武
朝
の
前
史
と
し
て
一
体
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
光
仁
朝
と
桓
武
朝
と
の
相
違
を
浮
き
彫
り
に
し
︑
桓
武
朝
の
画
期
性
に

つ
い
て
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

第
一
章　

奈
良
時
代
の
孫
王

（
一
）
初
叙
年
齢

は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
奈
良
時
代
は
一
般
に
天
武
系
皇
統
の
時
代
と
さ
れ
︑
皇
位
継
承
は
天
武
系
王
族
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
正

当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
実
際
︑
奈
良
時
代
の
皇
位
継
承
に
関
わ
る
争
い
で
候
補
者
と
し
て
名
を
連
ね
る
の
は
天
武
系
王
族
ば
か
り
で

あ
り
︑
天
智
系
王
族
は
そ
の
埒
外
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
︒

し
か
し
︑
天
武
皇
子
は
高
市
を
筆
頭
に
計
一
〇
名
を
数
え
る
の
に
対
し
て
︑
天
智
皇
子
は
大
友
・
健
（
夭
逝
）・
川
嶋
・
施
基
の
四
名
が
確

認
で
き
る
だ
け
で
あ
る

（
  
（

﹇
表
１

（
（
（

﹈︒
続
く
孫
王
（
二
世
王
）
の
代
以
降
に
な
れ
ば
︑
そ
の
人
数
に
さ
ら
な
る
開
き
が
生
じ
る
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
る
と
︑
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
武
系
王
族
の
台
頭
の
要
因
と
し
て
︑
天
智
系
王
族
と
の
絶
対
的
な
人
数
差

を
想
定
す
る
こ
と
は
強
ち
的
外
れ
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
武
系
王
族
と
天
智

系
王
族
の
人
数
差
に
留
意
し
つ
つ
︑
光
仁
（
白
壁
王
）
と
同
じ
孫
王
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
︑
天
智
系
王
族
で
あ
る
白
壁
と
天
武
系
王

族
と
の
間
に
待
遇
差
が
あ
る
の
か
を
検
証
し
て
い
き
た
い
︒

表
２
は
︑
天
智
・
天
武
の
孫
王
を
父
親
王
ご
と
に
初
叙
順
に
羅
列
し
た
も
の
で
あ
る
︒
不
明
と
あ
る
の
は
︑
慶
雲
年
間
以
降
に
無
位
か
ら
従

四
位
下
に
叙
さ
れ
た
︑
出
自
不
明
の
者
た
ち
で
あ
る

（
（
（

︒
天
智
皇
子
の
大
友
に
一
人
︑
施
基
二
人
︒
天
武
皇
子
の
高
市
に
二
人
︑
草
壁
・
刑
部
に
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一
人
ず
つ
︑
長
五
人
︑
穂
積
二
人
︑
舎
人
六
人
︑
新
田
部
二
人
の
計
二
二
人

に
︑
出
自
不
明
の
一
六
人
を
合
わ
せ
た
三
八
人
の
孫
王
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ

を
見
る
と
︑
天
智
系
に
比
べ
︑
天
武
系
の
孫
王
が
多
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ

る
︒
ま
た
︑
天
武
系
の
中
で
も
︑
長
・
舎
人
は
そ
れ
ぞ
れ
最
低
七
子
い
る
う

ち
（
（
（

︑
そ
れ
ぞ
れ
五
人
・
六
人
の
孫
王
が
確
認
で
き
る
︒
施
基
所
生
の
孫
王
が
最

低
六
子
い
る
う
ち
二
人
し
か
確
認
で
き
な
い

（
（
（

の
と
比
べ
る
と
︑
や
は
り
天
智
系

よ
り
天
武
系
の
孫
王
の
方
が
優
遇
さ
れ
︑
政
界
で
活
躍
し
て
い
た
よ
う
に
見
え

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
孫
王
の
総
数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
親
王
の
所
生
子
数
の
差
や
没
年
齢
の

違
い
な
ど
が
大
き
く
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
各
孫
王
の
出
自

は
︑﹃
懐
風
藻
﹄
や
﹃
万
葉
集
﹄︑
あ
る
い
は
子
孫
の
卒
伝
な
ど
で
偶
然
確
認
で

き
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
で
︑
出
自
不
明
の
孫
王
が
一
六
人
も
存

在
す
る
状
況
で
は
︑
単
純
な
人
数
の
多
少
だ
け
で
天
智
系
に
比
し
て
天
武
系
孫

王
が
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒

そ
こ
で
︑
今
回
注
目
し
た
い
の
が
初
叙
の
年
齢
で
あ
る

（
（
（

︒
律
令
の
規
定
で

は
︑﹁
年
二
一
以
上
﹂
に
な
る
と
蔭
位
の
適
用
を
受
け
︑
孫
王
は
無
位
か
ら
従

四
位
下
に
叙
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
（1
（

︒
し
か
し
︑
実
際
の
初
叙
時
の
年
齢

を
見
る
と
︑
二
〇
歳
前
後
か
ら
三
・
四
〇
代
と
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
︒
蔭
位
の

適
用
を
受
け
た
叙
位
で
あ
る
の
で
︑
こ
の
違
い
は
当
然
︑
出
自
の
違
い
が
大
き

父 皇子 生年 没年 没年齢 配偶皇女 所生男子 序列

天
智

大友 648（大化 4） 672（天武 1） 25 十市〈天武〉 葛野王 ―
健 651（白雉 2） 658（斉明 4） 8 ― ― ―
川嶋 657（斉明 3） 691（持統 5） 35 泊瀬部〈天武〉 ― ―
施基 663-672（天武 1） 716（霊亀 2） 45-54 当耆〈天武〉 春日王 7

天
武

高市 654（白雉 5） 696（持統 10） 43 御名部〈天智〉
（但馬〈天武〉） 長屋王 （8）

草壁 662（天智 1） 689（持統 3） 28 阿閉〈天智〉 軽（文武） （1）
大津 663（天智 2） 686（朱鳥 1） 24 山辺〈天智〉 ― （2）
刑部 663-666（天智 5） 705（慶雲 2） 40-43 飛鳥〈天智〉 ― 9
磯城 663-666 685-701 21-39 ― ― （10）
長 663-668（天智 7） 715（霊亀 1） 48-53 ― ― 4
穂積 663-671（天智 10） 715（霊亀 1） 45-53 （但馬〈天武〉） ― 5
弓削 663-673（天武 2） 699（文武 3） 27-37 （紀〈天武〉） ― 6
舎人 676（天武 5） 735（天平 7） 60 ― ― 3
新田部 676-686（朱鳥 1） 735（天平 7） 50-60 ― ― 7

［表１］　天智・天武皇子一覧
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父
孫
王

初
叙

昇
叙

年
数

没
年

極
官

特
記
事
項（
歴
任
官
職
・
婚
姻
な
ど
）

大
友
葛
野
王

不
明

705（
慶
雲
2）

37
正
四
位
上

治
部
卿
・
式
部
卿

1

施
基

（
2）

春
日
王

723（
養
老
7）

22
以
下

8
745（

天
平
17）

43
以
下
散
位
正
四
位
下

2

白
壁
王（
光
仁
）

　
　
＊第
6
子

737（
天
平
9）

29
9
781（

天
応
1）

73
＊立
太
子
時（
正
三
位

大
納
言
）

中
納
言
／
山
作
司（
光
明
子
）

◎
井
上
内
親
王
〈
聖
武
〉
と
の
婚
姻

●
立
太
子
・
即
位（
770・

宝
亀
1）

3

高
市

（
2）

長
屋
王

704（
慶
雲
1）

29
729（

天
平
1）

54
正
二
位
左
大
臣

＊初
叙
時
に
正
四
位
上

宮
内
卿
・
式
部
卿
な
ど
／

◎
吉
備
内
親
王
〈
草
壁
〉
と
の
婚
姻

●
長
屋
王
の
変
で
自
尽

4

鈴
鹿
王

710（
和
銅
3）

35
以
下

16
745（

天
平
17）

70
以
下
知
太
政
官
事
兼
式
部

卿
従
二
位

大
蔵
卿
・
参
議
な
ど
／
監
護（
舎
人
）

5

草
壁
軽
皇
子（
文
武
）

＊立
太
子
・
即
位

（
697・

文
武
1）

＊15
707（

慶
雲
4）

25
―

6

刑
部
山
前
王

705（
慶
雲
2）

723（
養
老
7）

散
位
従
四
位
下

7

長
（
5）

智
努
王

（
文
室
浄
三
）

717（
養
老
1）

25
12
770（

宝
亀
1）

78
従
二
位

治
部
卿
・
木
工
頭
・
造
宮
卿
・
摂
津
大
夫
・
中
納
言
・
御
史
大

夫
な
ど
／
装
束
司（
元
正
）

●
称
徳
没
後
の
後
継
候
補

8

来
栖
王

723（
養
老
7）

42
14
753（

天
平
勝
宝
5）

72
中
務
卿
従
三
位

雅
楽
頭
・
大
膳
大
夫

9
長
田
王

735（
天
平
7）

5
不
明

不
明

従
四
位
上
、
刑
部
卿

10
大
市
王

（
文
室
大
市
）

　
　
*第
7
子

739（
天
平
11）

36
12
780（

宝
亀
11）

77
前
大
納
言
正
二
位

刑
部
卿
・
大
蔵
卿
・
弾
正
尹
・
節
部
卿
・
民
部
卿
な
ど
／
監
護

（
安
積
）・
装
束
司（
元
正
）・
造
山
司（
宮
子
）な
ど

●
称
徳
没
後
の
後
継
候
補

11

奈
良
王

740（
天
平
12）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

12
穂
積

（
2）

上
道
王

712（
和
銅
5）

727（
神
亀
4）

散
位
従
四
位
下

13
坂
合
部
王

717（
養
老
1）

不
明

不
明

治
部
卿

14

舎
人

（
6）

三
原
王

717（
養
老
1）

26
以
下

12
752（

天
平
勝
宝
4）

61
以
下
中
宮
卿
正
三
位

治
部
卿
／
山
作
司（
元
正
）

15
三
嶋
王

723（
養
老
7）

不
明

不
明

16

船
王

727（
神
亀
4）

16
＊隠
岐
配
流（
764・

天
平
宝
字
8）

三
品

大
宰
帥
・
信
部
卿
／
装
束
司（
光
明
）

●
道
祖
王
廃
太
子
時
の
後
継
候
補

17

池
田
王

735（
天
平
7）

19
＊土
佐
配
流（
764・

天
平
宝
字
8）

三
品

弾
正（
糾
政
）尹
・
刑
部
卿
・
摂
津
大
夫
／
造
山
司（
宮
子
）・

山
作
司（
光
明
子
）

●
道
祖
王
廃
太
子
時
の
後
継
候
補

18

［
表
２
］　
奈
良
時
代
の
孫
王
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舎
人

（
6）

守
部
王

740（
天
平
12）

0.8
不
明

不
明

従
四
位
上

19
大
炊
王（
淳
仁
）

　
　
＊第
7
子

＊立
太
子（
757・

天
平
宝
字
1）

＊25
765（

天
平
神
護
2）

33
―

●
立
太
子
翌
年
に
即
位
、
仲
麻
呂
の
乱
で
廃
位
・
淡
路
幽
閉

20

新
田部

（
2）

塩
焼
王

（
氷
上
塩
焼
）

733（
天
平
5）

19
7
764（

天
平
宝
字
8）

50
従
三
位

＊伊
豆
へ
の
配
流
お
よ
び
復
位

中
務
卿
・
大
蔵
卿
・
礼
部
卿
・
信
部
卿
・
中
納
言
・
文
部
卿
な

ど
／
御
前
長
官（
伊
勢
行
幸
）・
山
作
司（
光
明
子
）な
ど

◎
不
破
内
親
王（
聖
武
）と
の
婚
姻

●
道
祖
王
廃
太
子
時
の
後
継
候
補

●
奈
良
麻
呂
の
変
の
擁
立
候
補

●
仲
麻
呂
の
乱
で
斬
殺

21

道
祖
王

737（
天
平
9）

23
以
下

3
757（

天
平
宝
字
1）

43
以
下

＊立
太
子
時（
従
四
位

上
中
務
卿
）

山
作
司（
元
正
）

●
立
太
子（
756・

天
平
勝
宝
8）の
翌
年
廃
太
子

●
奈
良
麻
呂
の
変
で
拷
問
死

22

不
明

（
16）

大
市
王

704（
慶
雲
1）

不
明

不
明

伊
勢
守？

23
手
嶋
王

704（
慶
雲
1）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

24
気
多
王

704（
慶
雲
1）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

25
夜
須
王

704（
慶
雲
1）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

26
倭
王

704（
慶
雲
1）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

27
宇
大
王

704（
慶
雲
1）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

28
成
会
王

704（
慶
雲
1）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

29
阿
八
万
王

705（
慶
雲
2）

8
719（

養
老
3）

散
位
正
四
位
下

30

六
人
部
王

710（
和
銅
3）

11
729（

天
平
1）

正
四
位
上

装
束
司（
播
磨
行
幸
）・
監
護（
施
基
）

◎
田
形
内
親
王
〈
天
武
〉
と
の
婚
姻

31

大
野
王

712（
和
銅
5）

737（
天
平
9）

散
位
従
四
位
下

弾
正
尹

32
倭
王

712（
和
銅
5）

不
明

不
明

＊初
叙
記
事
の
み

33
門
部
王

713（
和
銅
6）

18
不
明

不
明

大
判
事
・
治
部
卿

34
河
内
王

714（
和
銅
7）

728（
神
亀
5）

従
四
位
下

35
酒
部
王

717（
養
老
1）

730（
天
平
2）

従
四
位
下
弾
正
尹

36
阿
刀
王

743（
天
平
5）

763（
天
平
宝
字
7）

義
部
卿
従
四
位
下

37
三
室
王

743（
天
平
5）

745（
天
平
17）

散
位
従
四
位
下

38
1：「
父
」
欄
の
（
）
数
字
は
表
中
所
生
孫
王
の
人
数
。

2：「
孫
王
」
欄
の
＊は
父
親
王
の
「
第
○
子
」
を
意
味
す
る
。

3：「
初
叙
」「
没
年
」
欄
の
数
字
は
そ
の
時
点
の
年
齢
。

4：「
昇
叙
年
数
」
欄
は
従
四
位
下
の
初
叙
か
ら
従
四
位
上
へ
の
昇
叙
ま
で
の
年
数
。

5：「
特
記
事
項
」
欄
の
◎
は
内
親
王
と
の
婚
姻
、
●
は
皇
位
継
承
に
関
わ
る
事
項
。

6：
表
中
の
網
掛
け
は
、
生
母
が
皇
女
で
あ
る
こ
と
を
示
す
（
表
１
参
照
）。
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な
要
因
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
初
叙
年
齢
を
比
較
す
る
こ
と
で
︑
出
自
の
違
い
に
よ
る
待
遇
差
の
一
定
の
傾
向
を

つ
か
む
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
表
２
か
ら
初
叙
年
齢
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒
白
壁
王
︿
施
基
﹀
二
九
歳

（
（（
（

︑
長
屋
王
︿
高
市
﹀
二
九
歳

（
（1
（

︑
智
努
王
︿
長
﹀
二
五
歳
︑
栗

栖
王
︿
長
﹀
四
二
歳
︑
大
市
王
︿
長
﹀
三
六
歳
︑
塩
焼
王
︿
新
田
部
﹀
一
九
歳

（
（1
（

︒
初
叙
年
齢
が
確
認
で
き
る
の
は
わ
ず
か
に
六
人
で
あ
り
︑

デ
ー
タ
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
が
︑
念
の
た
め
平
均
す
る
と
約
三
〇
歳
と
な
る
︒
こ
の
数
字
は
︑
通
常
の
授
位
が
二
五
歳
以
上
で
あ
る
こ
と（

（1
（

や
︑
舎
人
親
王
所
生
の
大
炊
王
（
淳
仁
）
が
二
五
歳
の
立
太
子
ま
で
に
叙
位
さ
れ
た
形
跡
の
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
当
時
の
孫
王
の
初
叙
年

齢
の
基
準
と
し
て
は
強
ち
的
外
れ
な
数
字
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
令
規
定
に
あ
る
二
一
歳
と
い
う
の
は
最
少
年
齢
に
過
ぎ

ず
︑
実
際
は
二
五
歳
を
超
え
て
も
叙
位
さ
れ
な
い
孫
王
も
多
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
塩
焼
王
の
一
九
歳
と
い
う
年
齢
で
の
初
叙
は
︑
当
時
と
し
て
は
か
な
り
早
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
︒
ま
た
︑
長
屋
王
の
場
合
は
初
叙
時
二
九
歳
と
平
均
的
だ
が
︑
通
常
よ
り
三
段
階
高
い
正
四
位
上
に
叙
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
優
遇
度
合
い
は

群
を
抜
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

こ
の
他
に
︑
あ
る
程
度
の
年
齢
を
推
測
で
き
る
の
が
次
の
四
人
で
あ
る
︒
春
日
王
︿
施
基
﹀
二
二
歳
以
下
︑
鈴
鹿
王
︿
高
市
﹀
三
五
歳
以

下
︑
三
原
王
︿
舎
人
﹀
二
六
歳
以
下
︑
道
祖
王
︿
新
田
部
﹀
二
三
歳
以
下
と
推
定
で
き
る

（
（1
（

︒
い
ず
れ
も
上
限
の
み
の
た
め
︑
お
お
よ
そ
の
目
安

に
し
か
な
ら
な
い
が
︑
施
基
所
生
の
春
日
王
と
舎
人
所
生
の
三
原
王
︑
新
田
部
所
生
の
道
祖
王
の
初
叙
年
齢
が
若
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
初
叙
年
齢
を
推
測
す
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
︑
同
日
叙
位
の
場
合
の
掲
載
順
で
あ
る
︒
こ
の
掲
載
順
と
い
う
の
は
︑
例

え
ば
天
平
九
年
（
七
三
七
）
九
月
己
亥
条
で
は
︑
白
壁
王
・
道
祖
王
の
順
に
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
当
時
︑
白
壁
王
が
二
九
歳
︑
道
祖
王
が
二
三

歳
以
下
で
あ
る
の
で
︑
年
齢
順
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る

（
（1
（

︒
こ
の
同
日
叙
位
の
掲
載
順
を
記
し
た
表
３
を
見
る
と
︑
舎
人
・
新
田
部
所
生
子

が
後
に
く
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
別
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
長
所
生
子
と
舎
人
所
生
子
が
同
日
に
叙
さ
れ
る
場
合
︑
必

ず
﹁
長
︱
舎
人
﹂
の
順
番
と
な
っ
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
長
・
舎
人
所
生
子
は
確
認
で
き
る
総
数
が
多
い
た
め
︑
同
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年月日 1 2 3 4 備考
和銅 3.1.13 鈴鹿王〈高市〉六人部王〈不明〉 無位→従四位下
和銅 5.1.19 上道王〈穂積〉大野王〈不明〉 倭王〈不明〉 無位→従四位下
養老 1.1.4 酒部王〈不明〉坂合部王〈穂積〉智努王〈長〉 三原王〈舎人〉無位→従四位下
養老 7.1.10 来栖王〈長〉 三嶋王〈舎人〉 春日王〈施基〉 無位→従四位下
天平 1.3.4 智努王〈長〉 三原王〈舎人〉 従四位下→従四位上
天平 3.1.27 門部王〈不明〉春日王〈施基〉 従四位下→従四位上
天平 7.4.23 長田王〈長〉 池田王〈舎人〉 無位→従四位下
天平 9.9.28 白壁王〈施基〉道祖王〈新田部〉 無位→従四位下
天平 12.1.7 奈良王〈長〉 守部王〈舎人〉 無位→従四位下
天平 12.11.21 智努王〈長〉 塩焼王〈新田部〉 従四位上→正四位下
　同日 長田王〈長〉 守部王〈舎人〉 道祖王〈新田部〉 従四位下→従四位上
天平 15.5.5 来栖王〈長〉 春日王〈施基〉 従四位上→正四位下
　同日 阿刀王〈不明〉三室王〈不明〉 無位→従四位下
天平宝字1.5.8 白壁王〈施基〉船王〈舎人〉 従四位上→正四位下

［表３］　同日叙位一覧

日
叙
位
の
事
例
も
多
く
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
︑
六
例
あ
る
す
べ
て
が
﹁
長
︱
舎

人
﹂
の
順
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
長
所
生
子
よ
り
も
舎
人
所
生
子
の
方
が

初
叙
年
齢
が
若
く
︑
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

長
も
舎
人
も
そ
の
母
は
天
智
皇
女
の
大
江
と
新
田
部
で
︑
極
官
も
一
品
と
︑
親
王

と
し
て
の
待
遇
に
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
︒
で
は
な
ぜ
所
生
子
の
出
身
に
お
い

て
︑
上
述
の
よ
う
な
差
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
別
稿
で
は

長
の
政
治
的
不
遇
を
推
測
し
た
が

（
（1
（

︑
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
が
両
者
の
死
没
年
の

違
い
で
あ
る
︒
長
は
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）︑
舎
人
は
天
平
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
薨
去

し
て
い
る
﹇
表
１
﹈︒
長
の
薨
去
後
︑
舎
人
が
亡
く
な
る
ま
で
の
二
〇
年
間
と
い
う

の
は
︑
ち
ょ
う
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
所
生
子
が
初
叙
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
﹇
表
２
﹈︒

つ
ま
り
︑
池
田
王
ま
で
の
舎
人
所
生
子
の
初
叙
時
に
は
︑
父
で
あ
る
舎
人
が
生
存

し
︑
し
か
も
新
田
部
親
王
と
と
も
に
宗
室
の
長
老
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
時
期
で
も

あ
っ
た

（
（1
（

︒
新
田
部
所
生
の
二
王
の
初
叙
も
新
田
部
薨
去
前
後
の
時
期
で
あ
り
︑
二
〇

歳
前
後
と
い
う
早
い
初
叙
も
父
新
田
部
の
活
躍
を
承
け
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
︒

な
お
︑
初
叙
年
齢
の
優
遇
が
見
ら
れ
る
長
屋
王
・
春
日
王
に
関
し
て
は
︑
そ
の
母

が
内
親
王
で
あ
っ
た
こ
と
が
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
長
屋
王
に
つ
い
て
は
︑

父
が
持
統
朝
の
太
政
大
臣
を
務
め
た
高
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
優
遇
の
大
き
な
要

因
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
弟
の
鈴
鹿
王
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
優
遇
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
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か
ら
︑
生
母
の
違
い
も
要
因
に
な
り
得
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

（
（1
（

︒

以
上
︑
初
叙
年
齢
の
違
い
か
ら
︑
孫
王
の
出
自
の
違
い
に
よ
る
待
遇
差
が
あ
る
か
を
検
討
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
孫
王
の
初
叙
年
齢
の
違

い
は
︑
初
叙
時
の
父
親
王
の
生
存
や
生
母
の
出
自
な
ど
の
違
い
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
分
析
デ
ー
タ
も
少
な
く
︑
推
測

に
推
測
を
重
ね
た
観
も
あ
る
が
︑
天
智
系
の
春
日
王
に
優
遇
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
少
な
く
と
も
天
智
系
か
天
武
系
か
と
い
っ
た
違
い
に
よ
る

待
遇
差
は
確
認
で
き
な
い
︒
白
壁
王
に
関
し
て
も
︑
二
九
歳
で
の
初
叙
と
い
う
の
は
特
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
天
武
系
の
栗

栖
王
や
大
市
王
（
い
ず
れ
も
長
所
生
）
よ
り
は
若
く
︑
孫
王
の
初
叙
と
し
て
は
一
般
的
な
年
齢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
二
）
皇
女
と
の
婚
姻

こ
の
よ
う
に
︑
初
叙
年
齢
に
お
い
て
︑
白
壁
王
は
天
智
系
王
族
だ
か
ら
と
い
っ
て
他
の
天
武
系
王
族
と
比
較
し
て
不
遇
だ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
の
動
向
を
み
る
と
︑
む
し
ろ
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
事
実
が
あ
る
︒
そ
れ

は
︑
聖
武
皇
女
の
井
上
内
親
王
と
婚
姻
を
結
ん
だ
こ
と
で
あ
る
︒

別
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
︑
六
世
紀
以
来
︑
皇
女
と
の
婚
姻
は
在
位
中
の
天
皇
の
意
向
に
よ
っ
て
行
わ
れ
︑
天
皇
か
ら
認
め
ら
れ
た
証
と

な
っ
て
い
た

（
11
（

︒
律
令
の
規
定
で
も
︑
皇
女
（
内
親
王
）
の
婚
姻
は
四
世
王
以
上
の
皇
親
に
限
定
さ
れ
て
お
り

（
1（
（

︑
実
際
に
奈
良
時
代
に
確
認
で
き

る
内
親
王
の
婚
姻
相
手
は
孫
王
以
上
で
あ
っ
た
︒
そ
の
う
ち
白
壁
王
同
様
︑
孫
王
で
内
親
王
と
婚
姻
し
た
の
は
︑
出
自
不
明
の
六
人
部
王
を
除

く
と
︑
高
市
所
生
の
長
屋
王
と
新
田
部
所
生
の
塩
焼
王
だ
け
で
あ
る
︒

長
屋
王
は
︑
草
壁
皇
子
と
阿
閉
皇
女
（
元
明
）
の
娘
で
︑
同
母
兄
弟
の
文
武
即
位
に
伴
っ
て
︑
内
親
王
と
な
っ
た
吉
備
と
婚
姻
を
結
ん
で
い

る
（
11
（

︒
前
述
し
た
無
位
か
ら
正
四
位
上
へ
の
直
叙
と
い
う
優
遇
は
大
宝
四
年
（
七
〇
四
）
の
こ
と
な
の
で

（
11
（

︑
吉
備
と
の
婚
姻
と
こ
の
優
遇
措
置
に

は
何
ら
か
の
関
連
が
う
か
が
え
る
︒
そ
の
後
︑
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
に
従
三
位
・
宮
内
卿
と
な
り
︑
翌
年
に
式
部
卿
︑
霊
亀
二
年
（
七
一

六
）
正
三
位
︑
養
老
二
年
（
七
一
八
）
大
納
言
︑
同
五
年
に
従
二
位
・
右
大
臣
と
︑
異
例
の
昇
進
を
遂
げ
て
い
く

（
11
（

︒
前
節
で
挙
げ
た
孫
王
た
ち
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の
初
叙
（
従
四
位
下
）
か
ら
従
四
位
上
へ
一
階
あ
が
る
の
に
平
均
一
〇
年
程

（
11
（

か
か
る
な
か
︑
多
く
の
孫
王
が
や
っ
と
一
階
あ
が
る
か
ど
う
か
と

い
う
年
月
で
政
界
の
首
班
ま
で
登
り
つ
め
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
昇
進
の
裏
に
は
︑
上
位
に
存
在
し
た
石
上
麻
呂
や
藤
原
不
比
等
の
死
去

（
11
（

と
い
う
偶
発
的
要
因
も
あ
る
が
︑
天
武
長
子
で
天
武
・
持
統
の

治
世
を
支
え
た
高
市
皇
子
を
父
に
︑
天
智
皇
女
で
元
明
の
同
母
姉
で
あ
る
御
名
部
皇
女
を
母
に
持
つ
長
屋
王
自
身
の
生
ま
れ
や
︑
本
人
の
資
質

な
ど
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
吉
備
と
の
婚
姻
は
さ
ら
に
そ
の
重
要
度
を
高
め
た
よ
う
で
︑
こ
の
間
︑
吉
備
の
母

で
あ
る
元
明
治
世
下
の
和
銅
八
年
（
七
一
五
）
二
月
に
吉
備
所
生
の
男
女
を
皇
孫
の
例
に
入
れ
る
と
の
勅
が
出
さ
れ
︑
本
来
三
世
王
と
な
る
長

屋
王
の
男
女
の
う
ち
︑
吉
備
所
生
の
男
女
の
み
二
世
王
待
遇
と
な
っ
た

（
11
（

︒
三
世
王
か
ら
二
世
王
へ
の
繰
り
上
げ
に
よ
っ
て
︑
吉
備
所
生
男
女
の

皇
位
継
承
上
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

（
11
（

︒

前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
孫
王
の
う
ち
皇
女
を
母
と
す
る
春
日
王
・
長
屋
王
の
初
叙
は
︑
ほ
か
の
孫
王
に
比
べ
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
︒
吉
備
所
生
男
女
の
優
遇
は
︑
そ
れ
以
上
の
破
格
の
待
遇
で
は
あ
る
が
︑
生
母
が
皇
女
で
あ
る
こ
と
で
優
遇
を
受
け
た
例
と
も

言
え
る
︒
令
制
キ
サ
キ
制
度
の
検
討
に
際
し
て
︑
妃
（
内
親
王
）
と
夫
人
（
内
親
王
以
外
）
の
所
生
子
の
待
遇
に
は
大
き
な
差
が
な
い
こ
と
を

述
べ
た
が

（
11
（

︑
孫
王
以
下
に
お
い
て
は
︑
生
母
が
皇
女
か
否
か
に
よ
っ
て
待
遇
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
な
お
︑
神
亀
六
年

（
七
二
九
）
の
長
屋
王
の
変
に
お
い
て
︑
吉
備
お
よ
び
そ
の
所
生
と
み
ら
れ
る
膳
夫
王
・
桑
田
王
・
葛
城
王
・
鈎
取
王
は
長
屋
王
と
も
に
非
業

の
死
を
遂
げ
た

（
11
（

︒

聖
武
皇
女
で
あ
る
不
破
内
親
王
と
婚
姻
を
結
ん
だ
塩
焼
王
は
︑
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
一
九
歳
で
従
四
位
下
へ
と
初
叙
さ
れ
た
後
︑
天
平

一
二
年
に
は
従
四
位
上
︑
正
四
位
下
と
昇
叙
さ
れ
︑
天
平
一
四
年
に
は
中
務
卿
と
い
う
要
職
に
就
任
し
て
い
た

（
1（
（

︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
天
平
一
四

年
に
突
如
︑
女
孺
四
人
と
と
も
に
平
城
の
獄
に
拘
禁
さ
れ
︑
伊
豆
三
嶋
へ
配
流
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り

（
11
（

︑
そ
の
地
位
は
一
変
す
る
︒
二

年
半
後
の
天
平
一
七
年
に
は
入
京
を
許
さ
れ
︑
翌
年
に
は
本
位
に
復
さ
れ
た

（
11
（

︒

と
こ
ろ
で
︑
塩
焼
王
と
不
破
の
婚
姻
時
期
に
関
し
て
は
︑
天
平
一
四
年
の
配
流
事
件
の
前
か
後
か
で
説
が
分
か
れ
て
い
る

（
11
（

︒
事
件
後
を
主
張
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す
る
説
で
は
︑
事
件
前
に
婚
姻
を
結
ん
で
い
る
と
し
た
場
合
︑
事
件
当
時
二
〇
代
前
半
と
な
り
︑
不
破
の
初
叙
で
あ
る
天
平
宝
字
七
年
（
七
六

三
）
時
点
で
四
〇
歳
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と

（
11
（

︑
所
生
子
の
氷
上
川
継
の
初
叙
（
宝
亀
一
〇
年
︑
七
七
九
）
を
二
一
歳
と
し
た
場
合
︑
出
産
時
に

四
〇
～
四
一
歳
と
い
う
高
年
齢
で
あ
る

（
11
（

と
い
う
点
を
挙
げ
︑
天
平
一
四
年
時
点
で
の
不
破
の
年
齢
を
婚
姻
適
齢
期
前
の
一
〇
代
前
半
と
み
て
い

る
︒だ

が
︑
初
叙
が
四
〇
歳
を
超
え
て
し
ま
う
点
は
︑
後
述
の
よ
う
に
不
破
自
身
の
問
題
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
し
︑
川
継
の
年
齢
の
問
題
に

関
し
て
も
︑
四
〇
代
前
半
の
出
産
は
当
時
と
し
て
も
十
分
可
能
な
も
の
で

（
11
（

︑
取
り
立
て
て
問
題
に
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
前
節
で
も
述
べ
た

よ
う
に
︑
二
一
歳
と
い
う
の
は
初
叙
の
最
年
少
年
齢
で
あ
っ
て
︑
二
一
歳
よ
り
も
上
で
あ
る
可
能
性
の
方
が
高
い
︒
事
件
後
の
婚
姻
を
主
張
す

る
不
破
の
年
齢
問
題
は
︑
い
ず
れ
も
事
件
前
の
婚
姻
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
は
弱
い
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
不
破
に
は
同
母
姉
の
井
上
内
親
王
（
母
：
県
犬
養
宿
祢
広
刀
自
）︑
異
母
姉
の
阿
倍
内
親
王
（
孝
謙
・
称
徳
︑
母
：
藤
原
朝
臣
光

明
子
）
が
い
る
が
︑
当
時
そ
れ
ぞ
れ
斎
王
・
皇
太
子
と
な
っ
て
い
て
婚
姻
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
不
破
の
婚
姻
は
父
で
あ
る
聖

武
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る

（
11
（

︒
そ
の
よ
う
な
唯
一
婚
姻
可
能
な
皇
女
が
︑
何
ら
か
の
事
件
を
起
こ
し
た
塩
焼
と
婚

姻
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
む
し
ろ
︑
事
件
前
の
天
平
一
二
年
以
降
の
飛
躍
的
な
昇
進
を
不
破
と
の
婚
姻
を
契
機
と
し
た
も
の
と
と
ら
え

（
11
（

︑

事
件
前
に
婚
姻
が
結
ば
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
塩
焼
王
も
皇
女
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
は
急
上
昇
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
最
中
に
起
こ
っ
た
の
が
天
平

一
四
年
の
配
流
事
件
で
あ
る
︒
こ
の
事
件
は
︑
一
般
的
に
は
塩
焼
王
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
何
ら
か
の
事
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
不
破
が

首
謀
の
謀
反
事
件
で
︑
弟
安
積
を
皇
位
に
つ
け
る
た
め
皇
太
子
阿
倍
を
呪
詛
し
︑
塩
焼
王
ら
は
縁
坐
し
て
配
流
さ
れ
た
と
す
る
説
も
あ
る

（
11
（

︒
聖

武
朝
に
お
い
て
不
破
が
内
親
王
号
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
1（
（

︑
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
に
至
る
ま
で
叙
品
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

（
11
（

な

ど
︑
聖
武
・
孝
謙
朝
を
通
し
て
冷
遇
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
天
平
一
四
年
の
事
件
へ
の
不
破
の
関
与
は
重
大
な
も
の
だ
っ
た
可

能
性
は
高
い
︒
仮
に
配
流
事
件
の
首
謀
者
が
不
破
で
あ
る
と
し
た
場
合
︑
塩
焼
王
は
自
ら
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
不
破
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
︑
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皇
位
継
承
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
︑
配
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
帰
京
し
て
本
位
に
復
し
た
後
は
︑
特
に
記
事
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
聖
武
崩
御
時
に
は
山
作
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら

（
11
（

︑
不
破
の

冷
遇
に
比
し
て
︑
一
孫
王
と
し
て
は
過
不
足
な
い
扱
い
を
受
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
続
く
淳
仁
朝
で
は
︑
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）

の
橘
奈
良
麻
呂
の
変
に
際
し
て
︑
奈
良
麻
呂
側
の
擁
立
候
補
者
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
た
こ
と
か
ら
︑
氷
上
真
人
を
賜
姓
さ
れ
臣
籍
降
下
す
る

も
の
の

（
11
（

︑
大
蔵
卿
・
礼
部
卿
・
中
納
言
な
ど
を
歴
任
し
て
︑
重
用
さ
れ
て
い
っ
た
︒
だ
が
︑
天
平
宝
字
八
年
の
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
に
お
い
て
︑

仲
麻
呂
に
よ
っ
て
今
帝
と
し
て
擁
立
さ
れ
た
た
め
︑
敗
走
途
中
の
近
江
に
お
い
て
︑
仲
麻
呂
等
と
と
も
に
捕
ら
え
ら
れ
︑
斬
殺
さ
れ
た
の
で
あ

る
（
11
（

︒以
上
の
よ
う
に
︑
塩
焼
王
に
し
て
も
長
屋
王
に
し
て
も
︑
皇
女
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
は
上
昇
し
た
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
皇
位
継
承

に
関
わ
る
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る

（
11
（

︒
実
例
は
少
な
く
︑
そ
の
ほ
か
の
要
因
も
大
き
い
た
め
︑
強
く
は
言
え
な
い
が
︑
奈
良
時
代
に
お
い
て

も
皇
女
︑
特
に
当
代
の
天
皇
に
近
い
皇
女
と
の
婚
姻
は
︑
王
権
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

ち
な
み
に
︑
皇
女
と
婚
姻
を
結
ん
だ
も
う
一
人
の
孫
王
︑
出
自
不
明
の
六
人
部
王
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
︒
六
人
部
王
の
妻
田
形
内

親
王
は
天
武
皇
女
で
︑
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
か
ら
文
武
朝
三
代
目
の
伊
勢
斎
王
を
務
め
た
人
物
で
あ
る

（
11
（

︒
退
下
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
︑

文
武
崩
御
の
慶
雲
四
年
頃
に
は
帰
京
し
た
と
み
ら
れ
︑
六
人
部
王
と
の
婚
姻
は
こ
れ
以
後
の
和
銅
年
間
頃
と
考
え
ら
れ
る
︒
六
人
部
王
は
︑
和

銅
三
年
（
七
一
〇
）
に
従
四
位
下
に
初
叙
さ
れ
る
が
︑
そ
の
後
︑
養
老
五
年
（
七
二
一
）
か
ら
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
三
年
余
り
の
間
に
従

四
位
上
か
ら
正
四
位
上
へ
と
︑
ほ
ぼ
毎
年
の
ペ
ー
ス
で
昇
叙
さ
れ
て
い
る

（
11
（

︒
同
日
に
初
叙
さ
れ
た
鈴
鹿
王
の
従
四
位
上
へ
の
昇
叙
が
神
亀
三
年

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
か
な
り
の
ハ
イ
ペ
ー
ス
で
の
昇
叙
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
残
念
な
が
ら
天
平
元
年
（
七
二
九
）
に
は
没
し
て
し
ま
う

の
で
︑
そ
れ
以
上
の
昇
叙
は
な
い
が
︑
こ
の
間
に
施
基
親
王
葬
儀
の
監
護
や
播
磨
国
行
幸
の
御
装
束
司
な
ど
に
任
じ
ら
れ
て
い
る

（
11
（

︒
前
述
の
三

孫
王
の
よ
う
に
皇
位
に
直
接
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
位
階
・
官
職
と
も
に
他
の
孫
王
に
比
べ
て
突
出
し
て
お
り
︑
皇
女
と
の
婚
姻
を
結

ぶ
こ
と
は
や
は
り
﹁
優
遇
﹂
だ
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
︒
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（
三
）
井
上
内
親
王
と
の
婚
姻

こ
の
よ
う
に
︑﹁
優
遇
﹂
と
も
言
え
る
皇
女
と
の
婚
姻
を
結
ん
だ
白
壁
王
は
︑
天
智
系
王
族
と
い
う
こ
と
で
︑
他
の
天
武
系
王
族
に
比
べ
不

遇
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
む
し
ろ
︑
井
上
と
の
婚
姻
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
︑
舎
人
・
新
田
部
系
王
族
の
次
に
優
遇
さ

れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
︒
実
際
︑
そ
の
即
位
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
井
上
と
の
婚
姻
︑
お
よ
び
井
上
所
生
の
他
戸
の
存
在
が
あ
っ
た

こ
と
は
多
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
11
（

︒
で
は
︑
井
上
の
婚
姻
相
手
と
し
て
白
壁
王
が
選
ば
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒

井
上
は
︑
養
老
五
年
（
七
二
一
）
に
五
歳
で
斎
王
に
卜
定
さ
れ
た
後
︑
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
か
ら
二
〇
年
近
く
を
斎
王
と
し
て
伊
勢
で
過

ご
し
た
︒
そ
の
帰
京
は
︑
同
母
弟
安
積
親
王
の
死
去
し
た
天
平
一
六
年
（
七
四
四
）︑
二
八
歳
の
時
で
あ
る
︒
所
生
の
酒
人
内
親
王
が
天
平
勝

宝
六
年
（
七
五
四
）
生
ま
れ
の
た
め
︑
そ
れ
ま
で
に
婚
姻
が
結
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
1（
（

︒

白
壁
は
︑
井
上
帰
京
時
に
三
六
歳
︑
酒
人
誕
生
時
に
は
四
六
歳
で
あ
っ
た
︒
当
時
確
実
に
生
存
し
︑
三
〇
歳
前
後
の
井
上
の
婚
姻
候
補
と
な

り
得
る
孫
王
は
白
壁
以
外
に
も
複
数
存
在
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
舎
人
所
生
の
船
王
・
池
田
王
︑
長
所
生
の
長
田
王
・
大
市
王
︑
新
田
部
所
生

の
道
祖
王
な
ど
で
あ
る
︒
年
齢
は
三
～
四
〇
代
と
多
少
の
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
︑
い
ず
れ
も
従
四
位
で
位
階
上
の
優
劣
は
ほ
と
ん
ど
な

い
︒
特
に
道
祖
王
は
井
上
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
︑
後
に
聖
武
に
よ
っ
て
皇
太
子
と
さ
れ
る
し
︑
船
王
や
池
田
王
も
︑
道
祖
王
廃
太
子
や
橘
奈
良
麻

呂
の
変
で
後
継
候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
11
（

︑
長
屋
王
や
塩
焼
王
の
よ
う
に
皇
女
の
婚
姻
相
手
と
さ
れ
て
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
︒

対
し
て
白
壁
は
︑
皇
女
井
上
と
婚
姻
を
結
び
な
が
ら
も
︑
八
世
紀
後
半
の
皇
位
継
承
争
い
で
︑
称
徳
末
年
ま
で
そ
の
名
前
が
挙
が
る
こ
と
は

な
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
井
上
と
の
婚
姻
前
後
の
天
平
一
八
年
に
従
四
位
上
へ
昇
叙
さ
れ
て
以
降
︑
聖
武
・
孝
謙
朝
に
お
い
て
特
段
の
昇
叙
・
任

官
も
な
く
︑
頭
角
を
現
し
始
め
る
の
は
淳
仁
朝
以
降
で
あ
る
︒
井
上
と
同
じ
聖
武
皇
女
で
あ
る
不
破
と
婚
姻
を
結
ん
だ
塩
焼
王
や
長
屋
王
が
婚

姻
前
後
か
ら
急
激
な
昇
進
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
と
は
異
な
り
︑
む
し
ろ
退
下
し
た
斎
王
と
婚
姻
し
た
六
人
部
王
の
昇
進
の
過
程
と
類
似
す
る
よ

う
で
あ
る
︒

井
上
は
現
帝
の
皇
女
で
︑
元
斎
王
と
い
う
特
殊
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
妹
の
不
破
の
婚
姻
が
皇
位
継
承
争
い
の
火
種
と
な
っ
た
こ
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と
も
あ
り
（
前
述
）︑
聖
武
・
孝
謙
の
後
継
者
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
孫
王
で
は
な
く
︑
白
壁
王
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
た

だ
︑
そ
れ
は
天
智
系
王
族
で
あ
る
た
め
︑
皇
位
継
承
争
い
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
︒

と
い
う
の
も
︑
井
上
の
婚
姻
が
問
題
に
な
っ
た
天
平
末
年
は
︑
光
明
皇
后
所
生
の
阿
倍
内
親
王
が
皇
太
子
と
し
て
立
っ
て
い
る
が
︑
安
積
親

王
が
死
没
し
た
直
後
で
︑
不
婚
の
女
帝
と
な
る
阿
倍

（
11
（

の
次
の
皇
位
継
承
予
定
者
は
白
紙
の
状
態
で
あ
っ
た

（
11
（

︒
そ
の
際
の
候
補
と
目
さ
れ
て
い
た

の
が
︑
前
述
し
た
舎
人
・
新
田
部
所
生
の
孫
王
た
ち
で
あ
る
︒
舎
人
・
新
田
部
所
生
の
孫
王
た
ち
の
一
人
を
井
上
の
婚
姻
相
手
と
し
て
選
べ

ば
︑
皇
女
と
の
婚
姻
の
政
治
的
重
要
性
か
ら
鑑
み
て
︑
後
継
者
レ
ー
ス
の
ト
ッ
プ
に
躍
り
出
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
が
結
局
︑
孝
謙
の
次
の
後

継
者
が
選
ば
れ
た
の
は
︑
聖
武
の
崩
御
間
際
で
あ
る
︒
そ
こ
ま
で
選
べ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
︑
候
補
者
の
う
ち
︑
突
出
し
た
者
が
い
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
︑
舎
人
・
新
田
部
所
生
で
は
な
い
が
︑
皇
女
と
婚
姻
を
結
び
得
る
と
認
め
ら
れ
た
の
が
天
智
系
の
白
壁
で
あ
っ

た
︒
も
し
天
智
系
よ
り
天
武
系
の
ほ
う
が
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
な
ら
ば
︑
長
所
生
の
長
田
や
大
市
が
選
ば
れ
て
も
良
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
第

一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
の
孫
王
の
な
か
で
︑
舎
人
・
新
田
部
所
生
の
孫
王
が
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
︑
そ
れ
は
皇

位
継
承
候
補
と
し
て
も
こ
の
二
親
王
の
子
孫
（
高
市
皇
子
所
生
の
長
屋
王
系
も
）
が
突
出
し
て
お
り
︑
そ
れ
以
外
の
孫
王
は
天
智
系
・
天
武
系

に
か
か
わ
ら
ず
︑
孫
王
と
し
て
の
処
遇
に
差
異
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
天
平
期
の
孫
王
の
う
ち
︑
舎
人
・
新
田
部
系
を

第
一
グ
ル
ー
プ
と
す
る
と
︑
井
上
の
婚
姻
相
手
に
選
ば
れ
た
白
壁
は
︑
第
二
グ
ル
ー
プ
の
ト
ッ
プ
と
い
う
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
第
一
グ
ル
ー
プ
の
候
補
者
た
ち
が
脱
落
し
た
後
の
称
徳
没
後
︑
次
の
天
皇
と
し
て
擁
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
（
11
（

︒以
上
の
よ
う
に
︑
称
徳
の
次
の
皇
位
継
承
者
と
し
て
光
仁
が
擁
立
さ
れ
た
こ
と
は
︑
当
時
の
皇
位
継
承
観
念
か
ら
言
っ
て
も
順
当
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
ま
で
は
︑
多
く
の
天
武
系
孫
王
を
天
武
系
と
一
括
り
に
し
て
︑
天
智
系
と
の
差
異
が
強
調
さ
れ
て
き

た
が
︑
天
武
系
と
い
っ
て
も
父
親
王
の
功
績
や
没
年
に
よ
っ
て
そ
の
扱
い
は
異
な
っ
て
お
り
︑
高
市
・
舎
人
・
新
田
部
系
以
外
の
孫
王
は
天
智
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系
・
天
武
系
問
わ
ず
︑
そ
の
処
遇
に
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
二
章　

光
仁
朝
の
天
武
系
王
族

前
章
で
は
︑
奈
良
時
代
に
お
い
て
︑
孫
王
と
し
て
の
処
遇
に
天
智
系
か
天
武
系
か
と
い
っ
た
差
異
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

本
章
で
は
︑
光
仁
即
位
後
︑
こ
の
状
況
に
変
化
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
い
く
︒
具
体
的
に
は
︑
天
智
系
王
族
が
天
武
系
王
族
に
比

し
て
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
逆
に
天
武
系
王
族
の
排
除
と
い
っ
た
動
向
が
見
え
る
の
か
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
︒

ま
ず
︑
天
智
系
王
族
の
優
遇
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
︑
光
仁
即
位
直
後
に
行
わ
れ
た
父
母
へ
の
追
贈
で
あ
ろ
う
︒
宝
亀
元
年
（
七
七

〇
）
一
一
月
の
井
上
内
親
王
の
立
后
と
同
時
に
︑
父
施
基
親
王
に
春
日
宮
御
宇
天
皇
の
称
号
を
贈
り
︑
翌
年
に
は
母
紀
橡
姫
に
皇
太
后
を
追
贈

し
た

（
11
（

︒
こ
の
措
置
に
つ
い
て
﹁
天
智
か
ら
施
基
を
通
じ
て
光
仁
に
至
る
直
系
の
皇
統
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
装
お
う
と
し
た
﹂
と
の
見
解
も
あ

る
が

（
11
（

︑
同
様
の
こ
と
は
同
じ
く
傍
系
か
ら
即
位
し
た
淳
仁
即
位
時
に
も
行
わ
れ
て
い
る

（
11
（

︒
ま
た
︑
前
章
で
の
天
智
系
・
天
武
系
に
よ
る
処
遇
の

差
は
な
い
と
の
結
論
か
ら
す
れ
ば
︑
天
智
系
施
基
所
生
と
い
う
自
身
の
血
統
を
卑
下
す
る
よ
う
な
状
況
で
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
で
あ

れ
ば
︑
こ
と
さ
ら
に
新
王
統
を
標
榜
し
た
と
い
う
よ
り
も
︑
傍
系
か
ら
即
位
し
た
天
皇
と
し
て
体
裁
を
整
え
る
た
め
の
措
置
と
考
え
た
方
が
良

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

む
し
ろ
︑
聖
武
皇
女
の
井
上
を
皇
后
に
︑
井
上
所
生
の
他
戸
親
王
を
皇
太
子
に
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
聖
武
系
を
継
承
し
て
い
る

と
標
榜
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
他
戸
は
立
太
子
時
一
二
歳
と
す
る
﹃
水
鏡
﹄
の
記
録
が
あ
り
︑
光
仁
所
生
男
子
の
な
か
で
も
年
少
で
あ

る
︒
政
治
経
験
豊
富
で
年
長
の
異
母
兄
た
ち
を
差
し
置
い
て
皇
太
子
と
な
っ
た
の
は
︑
母
で
あ
る
井
上
が
皇
后
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
当
時

の
立
后
が
︑
所
生
子
の
立
太
子
を
引
き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と

（
11
（

︑
井
上
の
立
后
そ
の
も
の
が
他
戸
の
立
太
子
を
企
図
し
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
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さ
ら
に
︑
他
戸
の
同
母
姉
の
酒
人
内
親
王
が
斎
王
に
卜
定
さ
れ
る
︒
卜
定
自
体
は
宝
亀
三
年
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
年
に
は
斎
宮
造
営
が
開
始

さ
れ
て
お
り
︑
酒
人
の
斎
王
就
任
は
他
戸
立
太
子
の
時
点
で
予
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

（
11
（

︒
つ
ま
り
︑
光
仁
朝
は
︑
天
智
系
の
光
仁
を
聖

武
の
血
を
引
く
皇
后
・
皇
太
子
・
斎
王
が
支
え
る
︑
前
政
権
と
の
連
続
性
を
強
調
し
た
構
造
と
な
っ
て
お
り
︑
天
智
系
と
天
武
・
聖
武
系
の
バ

ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
し
た
王
権
だ
と
言
え
よ
う
︒

だ
が
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
宝
亀
三
年
三
月
︑
突
如
と
し
て
井
上
が
光
仁
を
呪
詛
し
た
と
し
て
廃
后
に
さ
れ
︑
五
月
に
は
他
戸
が
廃
太
子
︑
空

位
に
な
っ
た
皇
太
子
に
は
︑
翌
年
正
月
に
他
戸
の
異
母
兄
山
部
親
王
（
桓
武
天
皇
）
が
立
て
ら
れ
る

（
1（
（

︒
そ
の
後
︑
井
上
と
他
戸
は
吉
野
へ
と
幽

閉
さ
れ
︑
宝
亀
六
年
に
は
母
子
揃
っ
て
謎
の
死
を
遂
げ
た

（
11
（

︒
こ
れ
ら
一
連
の
事
件
に
関
し
て
は
︑
山
部
擁
立
派
に
よ
る
策
謀
説
か
ら
︑
記
事
通

り
に
井
上
の
事
件
関
与
を
想
定
す
る
説
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
出
さ
れ
て
い
る

（
11
（

︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
事
件
の
結
果
︑
聖
武
系
の
象
徴

で
あ
っ
た
井
上
・
他
戸
が
姿
を
消
し
︑
渡
来
系
の
血
を
ひ
く
山
部
が
擁
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
山
部
擁
立
派
の
何
ら
か
の
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
︑
こ
の
事
件
前
年
の
宝
亀
二
年
二
月
に
は
左
大
臣
藤
原
永
手
が
薨
じ
︑
三
月
に
右
大
臣
吉
備
真
備
が
致
仕

し
︑
そ
の
結
果
︑
右
大
臣
に
大
中
臣
清
麻
呂
︑
内
臣
に
藤
原
良
継
︑
大
納
言
に
文
室
大
市
・
藤
原
魚
名
︑
中
納
言
に
石
川
豊
成
・
藤
原
縄
麻

呂
・
石
上
宅
嗣
が
任
ぜ
ら
れ
︑
さ
ら
に
藤
原
百
川
と
阿
倍
毛
人
が
新
た
に
参
議
と
な
っ
て
い
た

（
11
（

︒
光
仁
擁
立
の
中
心
で
あ
っ
た
藤
原
北
家
の
永

手
に
代
わ
っ
て
︑
式
家
の
良
継
・
百
川
が
台
頭
し
て
き
た
の
で
あ
る

（
11
（

︒﹃
公
卿
補
任
﹄
宝
亀
二
年
藤
原
百
川
尻
附
や
﹃
水
鏡
﹄
な
ど
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
あ
る
よ
う
に
︑
百
川
は
山
部
立
太
子
の
立
役
者
の
一
人
で
あ
る
し
︑
そ
の
兄
の
良
継
は
後
に
桓
武
の
皇
后
と
な
る
藤
原
乙
牟
漏
の
父

で
︑
二
人
の
婚
姻
は
ち
ょ
う
ど
山
部
立
太
子
前
後
と
み
ら
れ
る
︒

お
そ
ら
く
︑
光
仁
朝
発
足
当
初
の
聖
武
系
と
の
連
続
性
を
強
調
し
た
構
造
は
︑
称
徳
朝
以
前
か
ら
政
権
中
枢
を
担
っ
て
き
た
永
手
た
ち
が
中

心
と
な
っ
て
模
索
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
い
わ
ば
守
旧
派
と
も
呼
ぶ
べ
き
政
権
ト
ッ
プ
の
永
手
の
薨
去
に
続
い
て
︑
良
継
・
百
川
兄

弟
が
台
頭
し
た
直
後
に
皇
太
子
交
代
劇
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒
井
上
・
他
戸
を
擁
立
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し
て
聖
武
系
を
継
承
さ
せ
よ
う
と
し
た
守
旧
派
と
︑
山
部
を
擁
立
し
て
新
体
制
へ
の
移
行
を
目
論
む
革
新
派
の
対
立
が
︑
光
仁
擁
立
当
初
に
ま

で
遡
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
廃
后
・
廃
太
子
事
件
の
裏
に
は
両
者
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

で
は
︑
井
上
・
他
戸
の
排
除
︑
山
部
擁
立
後
は
︑
守
旧
派
勢
力
は
力
を
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
︑
聖
武
系
王

族
で
あ
る
不
破
の
処
遇
で
あ
る
︒
皇
后
井
上
の
同
母
妹
で
あ
る
不
破
に
つ
い
て
は
︑
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
天
平
一
四
年
の
配
流
事
件

後
︑
聖
武
・
孝
謙
朝
と
冷
遇
さ
れ
続
け
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
内
親
王
号
は
復
さ
れ
︑
夫
塩
焼
の
刑
死
後
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑

神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
に
再
び
謀
反
事
件
を
起
こ
し
︑
内
親
王
号
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る

（
11
（

︒
こ
れ
は
息
子
の
氷
上
真
人
志
計
志
麻
呂
を
皇
位

に
つ
け
る
た
め
︑
称
徳
を
呪
詛
し
た
と
い
う
事
件
で
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
厨
真
人
厨
女
と
改
名
さ
れ
た
上
で
京
外
へ
と
追
放
さ
れ
︑
志
計
志
麻
呂

も
土
佐
へ
と
遠
流
と
な
っ
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
不
破
が
︑
宝
亀
三
年
一
二
月
に
内
親
王
に
復
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
翌
年
正
月
に
は
無
位
か
ら
本
位
の
四
品
に
戻

さ
れ
︑
五
月
に
は
三
品
︑
天
応
元
年
（
七
八
一
）
一
一
月
に
は
二
品
と
順
調
に
昇
叙
し
て
い
く

（
11
（

︒
息
子
の
川
継
も
宝
亀
一
〇
年
に
無
位
か
ら
従

五
位
下
に
叙
さ
れ
た

（
11
（

︒
こ
の
と
き
の
川
継
は
氷
上
真
人
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
既
に
皇
親
の
籍
を
外
れ
て
い
た
が
︑
特
別
に
三
世
王
と

し
て
皇
親
の
待
遇
に
処
さ
れ
た
た
め
︑
初
叙
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
異
母
姉
孝
謙
（
称
徳
）
と
の
対
立
か

ら
内
親
王
と
し
て
は
不
遇
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
不
破
は
︑
光
仁
朝
に
お
い
て
︑
息
子
川
継
と
と
も
に
そ
れ
ま
で
と
は
う
っ
て
変

わ
っ
て
厚
遇
さ
れ
て
い
く
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
︒
宝
亀
三
年
一
二
月
と
い
う
時
期
は
︑
ち
ょ
う
ど
井
上
・
他
戸
の
廃
后
・
廃
太
子
の
直

後
で
︑
山
部
立
太
子
の
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
光
仁
朝
が
天
智
系
と
天
武
・
聖
武
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
で
成
立
し

た
王
権
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
聖
武
系
の
象
徴
と
な
る
井
上
・
他
戸
の
排
除
は
︑
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
大
き
く
崩
す
も
の
と
な
る
︒
そ
こ
で
︑
注
目

さ
れ
た
の
が
︑
不
破
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
聖
武
皇
女
で
あ
る
不
破
︑
さ
ら
に
は
そ
の
息
子
の
川
継
を
厚
遇
す
る
こ
と
で
︑
崩
れ
か

か
っ
た
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
実
際
︑
川
継
は
反
山
部
派
と
み
ら
れ
る
藤
原
京
家
の
浜
成
の
女
と
婚
姻
を
結
ん
で
お
り
︑
守
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旧
派
勢
力
の
受
け
皿
と
し
て
機
能
し
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
井
上
・
他
戸
の
排
除
は
光
仁
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
井
上
・
他
戸
排
除
の
裏
に
光
仁
の

意
向
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
が

（
11
（

︑
少
な
く
と
も
︑
光
仁
自
身
が
積
極
的
に
両
者
を
排
除
す
る
動
き
を
し
た
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
だ

ろ
う
︒﹃
水
鏡
﹄
に
は
︑
他
戸
の
次
の
皇
太
子
決
定
に
際
し
て
︑
光
仁
は
百
川
等
が
推
す
第
一
皇
子
で
あ
る
山
部
で
は
な
く
︑
井
上
の
女
の
酒

人
内
親
王
を
挙
げ
た
と
す
る
記
述
も
あ
る
︒
も
し
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
︑
聖
武
系
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
光
仁
の
強
い
意
志
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
事
実
で
な
く
と
も
︑
ほ
か
に
藤
原
浜
成
が
第
二
皇
子
の
稗
田
親
王
（
母
：
尾
張
女
王
）
を
推
す
記
述
な
ど
も
あ

り
︑
山
部
立
太
子
が
既
定
路
線
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

さ
ら
に
︑
史
上
二
人
目
の
女
性
皇
太
子
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
︑
の
ち
に
酒
人
は
新
皇
太
子
山
部
と
婚
姻
を
結
ぶ
︒
こ
の
婚
姻
に
父
光
仁
の

意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
︑
次
の
山
部
の
代
に
も
聖
武
系
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ

う
︒
ま
た
吉
川
真
司
氏
が
︑
光
仁
天
皇
陵
が
当
初
は
聖
武
系
王
族
の
眠
る
佐
保
山
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
聖
武
朝
と
の
連
続
面
を
指

摘
す
る
よ
う
に

（
11
（

︑
光
仁
は
聖
武
系
の
天
皇
と
し
て
没
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
る
と
︑
光
仁
自
身
が
聖
武
系
後
継
者
を
標
榜

し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
︑
即
位
当
初
か
ら
永
手
ら
と
と
も
に
守
旧
派
の
中
心
と
し
て
︑
新
政
権
の
舵
取
り
に
尽
力
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
ん
な
最
中
に
起
き
た
廃
后
・
廃
太
子
事
件
に
よ
っ
て
︑
聖
武
系
の
井
上
・
他
戸
排
除
︑
山
部
擁
立
派

の
台
頭
が
確
定
的
と
な
っ
た
段
階
で
︑
反
山
部
派
の
受
け
皿
と
し
て
不
破
が
浮
上
し
た
の
も
︑
新
政
権
の
舵
取
り
に
尽
力
し
て
き
た
光
仁
の
苦

肉
の
策
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
の
後
も
︑
光
仁
存
命
中
は
天
武
・
聖
武
系
王
族
や
反
山
部
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
な
事
件
は
起
こ
ら
ず
︑
天
智
系
と
天
武
・
聖
武
系
の
バ
ラ

ン
ス
は
保
ち
続
け
て
い
く
︒
そ
の
均
衡
が
崩
れ
る
の
が
︑
光
仁
崩
御
直
後
で
あ
っ
た
︒
光
仁
は
病
を
理
由
に
天
応
元
年
（
七
八
一
）
四
月
に
桓

武
へ
と
譲
位
し
︑
同
年
一
二
月
に
崩
御
し
た
が
︑
そ
の
直
後
の
天
応
二
年
閏
正
月
︑
光
仁
朝
で
優
遇
を
受
け
て
い
た
川
継
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー

未
遂
事
件
が
起
こ
る

（
1（
（

︒
事
件
そ
の
も
の
は
未
然
に
発
覚
す
る
が
︑
首
謀
者
で
あ
る
川
継
の
逃
亡
な
ど
も
あ
り
︑
固
関
が
行
わ
れ
る
厳
戒
態
勢
の
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も
と
︑
事
件
発
覚
か
ら
わ
ず
か
一
〇
日
足
ら
ず
で
四
〇
人
以
上
も
の
関
係
者
が
処
罰
さ
れ
た

（
11
（

︒

首
謀
者
で
あ
る
川
継
は
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
妻
藤
原
法
壱
に
︑
母
不
破
お
よ
び
川
継
の
姉
妹
︒
さ
ら
に
︑
法
壱
の
父
で
あ
る
大
宰
員
外
帥
藤
原

浜
成
を
筆
頭
に
︑
左
大
弁
大
伴
家
持
や
右
衛
士
督
坂
上
刈
田
麻
呂
な
ど
︑
処
分
さ
れ
た
者
の
中
に
は
川
継
と
は
直
接
的
つ
な
が
り
が
ほ
と
ん
ど

無
い
よ
う
な
者
も
い
た
が
︑
み
な
天
武
・
聖
武
系
支
持
の
守
旧
派
と
み
ら
れ
る
面
々
で
あ
り
︑
結
果
と
し
て
︑
桓
武
に
批
判
的
な
勢
力
が
一
掃

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
︑
光
仁
朝
時
代
の
守
旧
派
と
革
新
派
の
対
立
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
桓
武
新
政
権
発
足
後
︑
虎
視
眈
々
と
反
桓
武
勢
力
の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
桓
武
側
が
︑
そ
れ
ま
で
守
旧
派
を
裏
で
支
え
て
き

た
光
仁
の
崩
御
直
後
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
事
件
へ
の
直
接
の
関
与
の
有
無
を
問
わ
ず
︑
反
対
勢
力
を
一
掃
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
光
仁
存
命
中
は
︑
天
武
・
聖
武
系
を
継
承
す
る
方
針
が
貫
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
光
仁
崩
御
直
後
に
起

こ
っ
た
氷
上
川
継
事
件
に
よ
っ
て
︑
天
武
・
聖
武
系
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
守
旧
派
は
瓦
解
し
︑
い
わ
ゆ
る
天
武
系
王
族
は
皇
位
継
承
争
い
に

関
わ
ら
な
く
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
以
降
も
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
は
起
こ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
光
仁
・
桓
武
に
連
な
る
天
智
系
王
族
間
で

の
争
い
で
あ
る
︒
桓
武
新
政
権
に
よ
っ
て
︑
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
皇
統
交
替
が
演
出
さ
れ
た
こ
と
で
︑
光
仁
は
天
智
系
皇
統
の
始
祖
と
位

置
づ
け
ら
れ
︑
そ
の
治
世
は
桓
武
朝
の
前
史
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

推
論
に
推
論
を
重
ね
て
き
た
が
︑
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ま
で
一
般
に
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
皇
統
交
替
の
画
期
と
考
え
ら
れ
て
き
た
光
仁
天

皇
の
即
位
に
つ
い
て
︑
奈
良
時
代
に
お
け
る
天
智
系
王
族
と
天
武
系
王
族
と
の
処
遇
を
比
較
し
な
が
ら
︑
検
討
を
加
え
て
き
た
︒

そ
の
結
果
︑
光
仁
即
位
以
前
に
お
い
て
︑
高
市
・
舎
人
・
新
田
部
系
の
孫
王
が
特
別
優
遇
さ
れ
た
の
に
対
し
て
︑
そ
れ
以
外
の
孫
王
は
天
智

系
・
天
武
系
問
わ
ず
︑
そ
の
処
遇
に
差
異
は
見
ら
れ
ず
︑
む
し
ろ
施
基
系
の
春
日
王
や
白
壁
王
の
処
遇
は
︑
上
記
三
親
王
系
に
次
い
で
優
遇
さ
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れ
て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
称
徳
朝
ま
で
の
皇
位
継
承
争
い
で
上
記
三
親
王
系
の
子
孫
が
相
次
い
で
姿
を
消

す
な
か
︑
聖
武
皇
女
井
上
と
婚
姻
を
結
ん
で
い
た
光
仁
が
擁
立
さ
れ
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
光
仁
即
位
に
際
し
て
は
︑
聖
武
の
血
を
引
く
皇
后
井
上
・
皇
太
子
他
戸
・
斎
王
酒
人
と
い
う
布
陣
を
ひ
く
こ
と
で
︑
光
仁
自
身
が

聖
武
系
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
し
︑
そ
の
崩
御
に
至
る
ま
で
︑
台
頭
し
つ
つ
あ
る
山
部
擁
立
派
を
牽
制
し
な
が
ら
︑
反
山
部
派
を
支
え

続
け
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
︒

既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
天
智
系
・
天
武
系
と
い
っ
た
皇
統
交
替
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
が
桓
武
に
よ
る
一
連
の
施
策
の
結
果

で
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
︑
桓
武
朝
で
の
転
換
に
言
及
す
る
ば
か
り
で
︑
そ
れ
以
前
の
光
仁
朝
に
つ
い
て
は
桓
武
朝
と
の
比
較

で
言
及
さ
れ
る
く
ら
い
で
︑
光
仁
朝
時
点
で
の
皇
統
意
識
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
奈
良
時
代
の
孫
王
を
網
羅
的
に
検

討
す
る
こ
と
で
︑
即
位
以
前
の
光
仁
の
立
ち
位
置
か
ら
︑
光
仁
朝
の
皇
統
意
識
に
つ
い
て
検
討
を
し
て
み
た
︒

本
来
で
あ
れ
ば
︑
光
仁
朝
に
お
け
る
政
策
面
の
変
化
な
ど
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
し
︑
結
論
と
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
範
疇
を

超
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
光
仁
天
皇
や
光
仁
朝
を
単
な
る
桓
武
天
皇
や
桓
武
朝
の
前
史
と
捉
え
る
従
来
の
見
方
に
対
し
て
︑
桓
武
と
の

対
立
・
断
絶
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
が
幾
ば
く
か
で
も
提
示
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

註（
1
）　

例
え
ば
︑
佐
藤
信
編
﹃
大
学
の
日
本
史
一
古
代
﹄（
山
川
出
版

社　

二
〇
一
六
年
）
で
は
︑﹁
奈
良
時
代
を
と
お
し
て
続
い
て
き
た

天
武
天
皇
系
の
皇
統
に
か
わ
っ
て
︑
天
智
天
皇
の
孫
で
あ
る
白
壁
王

が
立
て
ら
れ
︑
即
位
し
て
光
仁
天
皇
と
な
っ
た
﹂（
一
五
七
頁
）
と

記
さ
れ
る
︒

（
2
）　

瀧
浪
貞
子
﹁
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
﹂（﹃
日
本
古
代
宮
廷
社
会

の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版　

一
九
九
一
年
）︒
吉
川
真
司
氏
も
︑
桓
武

朝
に
お
い
て
天
智
直
系
皇
統
の
宣
揚
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
（﹁
後
佐
保
山
陵
﹂﹃
律
令
体
制
史
研
究
﹄
岩
波
書
店　

二
〇
二

二
年
︑
初
出
二
〇
〇
一
年
）︒

（
3
）　

藤
堂
か
ほ
る
﹁
律
令
国
家
の
国
忌
と
廃
務
︱
8
世
紀
の
先
帝
意

識
と
天
智
の
位
置
づ
け
︱
﹂（﹃
日
本
史
研
究
﹄
四
三
〇　

一
九
九
八

年
）︑
同
﹁
天
智
陵
の
営
造
と
律
令
国
家
の
先
帝
意
識
︱
山
科
陵
の
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位
置
と
文
武
三
年
の
修
陵
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂（﹃
日
本
歴
史
﹄
六
〇
二　

一
九
九
八
年
）︒

（
4
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
霊
亀
二
年
八
月
甲
寅
条
の
施
基
親
王
薨
伝
に
は

﹁
第
七
皇
子
﹂
と
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
早
世
な
ど
で
史
料
上
確
認
で

き
な
い
天
智
皇
子
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
不
明
︒
な

お
︑﹃
類
聚
三
代
格
﹄
に
は
﹁
第
三
子
﹂
と
あ
る
︒

（
5
）　

本
表
の
天
武
皇
子
の
掲
載
順
は
︑
拙
稿
﹁
天
武
皇
子
の
年
齢
順

に
つ
い
て
﹂（﹃
国
史
談
話
会
雑
誌
﹄
五
六　

二
〇
一
五
年
）
で
検
討

し
た
生
年
順
で
あ
る
︒

（
6
）　

選
叙
令
35
蔭
皇
親
条
に
よ
る
と
︑
蔭
位
の
制
に
よ
っ
て
親
王
の

子
（
孫
王
）
は
従
四
位
下
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
慶

雲
年
間
以
降
と
し
た
の
は
︑
大
宝
令
成
立
後
︑
こ
の
蔭
位
の
制
が
適

用
さ
れ
た
の
が
慶
雲
元
年
正
月
癸
巳
条
の
叙
位
で
︑
こ
の
前
年
に
始

め
て
皇
親
・
五
世
王
・
五
位
已
上
の
子
で
︑
二
一
歳
已
上
の
者
の
歴

名
が
録
さ
れ
︑
式
部
省
に
送
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
大
宝
三
年

一
二
月
甲
子
条
）︒
な
お
︑
こ
の
中
に
は
天
智
・
天
武
以
前
の
大
王

の
孫
王
︑
あ
る
い
は
三
世
王
以
下
で
別
勅
に
よ
っ
て
従
四
位
下
に
叙

さ
れ
た
者
も
含
む
か
も
し
れ
な
い
が
︑
父
親
が
孫
王
以
下
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
者
以
外
は
す
べ
て
掲
げ
た
︒

（
7
）　

長
所
生
の
大
市
王
・
舎
人
所
生
の
大
炊
王
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
第

七
子
﹂
と
の
記
録
が
残
る
︒

（
8
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
光
仁
天
皇
即
位
前
紀
に
は
﹁
田
原
天
皇
第
六
之

皇
子
﹂
と
あ
り
︑
施
基
に
は
光
仁
を
含
め
て
最
低
六
人
の
男
子
が
い

た
こ
と
が
分
か
る
︒
な
お
︑
光
仁
の
兄
弟
と
し
て
は
︑
湯
原
王
・
榎

井
王
・
壱
志
王
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
︑
叙
位
・
任
官
な
ど
の
記

録
が
な
い
た
め
︑
表
に
は
記
載
し
て
い
な
い
︒

（
9
）　

拙
稿
前
掲（
5
）で
も
天
武
系
孫
王
の
初
叙
状
況
を
検
討
し
て
い

る
︒
以
下
︑
本
章
で
は
︑
特
に
断
り
が
な
い
場
合
︑﹁
別
稿
﹂
と
記

す
の
は
こ
れ
を
指
す
︒

（
10
）　

選
叙
令
34
授
位
条
・
35
蔭
皇
親
条
︒

（
11
）　

崩
伝
か
ら
算
出
︒

（
12
）　
﹃
公
卿
補
任
﹄
天
平
元
年
条
な
ど
の
没
時
四
六
歳
説
と
﹃
懐
風

藻
﹄
長
屋
王
伝
の
没
時
五
四
歳
説
が
あ
る
︒
前
者
を
採
る
と
初
叙
時

二
一
歳
と
な
る
が
︑
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
二
一
歳
で
の
初
叙

は
相
当
に
早
く
︑
し
か
も
正
四
位
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
後
者
が
妥

当
と
考
え
る
（
寺
崎
保
広
﹃
長
屋
王
﹄
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
九

年
）︒

（
13
）　

智
努
王
・
栗
栖
王
・
塩
焼
王
・
大
市
王
は
﹃
公
卿
補
任
﹄
掲
載

の
年
齢
か
ら
算
出
︒

（
14
）　

選
叙
令
34
授
位
条
︒

（
15
）　

鈴
鹿
王
・
道
祖
王
の
初
叙
は
︑
兄
の
長
屋
王
・
塩
焼
王
が
そ
れ

ぞ
れ
三
五
歳
・
二
三
歳
の
時
で
あ
る
た
め
︑
そ
れ
以
下
と
し
た
︒
春

日
王
の
場
合
は
︑
母
当
耆
内
親
王
（
天
武
皇
女
）
が
大
宝
元
年
（
七

〇
一
）
ま
で
伊
勢
斎
王
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
（
大
宝
元
年
二
月

己
未
条
）︑
そ
の
誕
生
は
早
く
て
も
大
宝
元
年
と
考
え
ら
れ
る
た

め
︑
初
叙
の
養
老
七
年
（
七
二
三
）
段
階
で
は
二
二
歳
以
下
と
推
定

で
き
る
︒
ま
た
三
原
王
の
場
合
︑
初
叙
の
養
老
元
年
（
七
一
七
）
の

時
点
で
父
舎
人
は
四
二
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
舎
人
一
七
歳
時
の
誕
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生
を
上
限
と
考
え
る
と
二
六
歳
以
下
と
な
る
︒

（
16
）　

養
老
七
年
正
月
丙
子
条
の
補
注
（﹃
続
日
本
紀　

二
﹄
岩
波
書

店　

一
九
九
〇
年
︑
四
九
八
頁
︑
補
注
九
︱
二
一
）
に
は
﹁
舎
人
・

長
は
共
に
母
が
皇
女
で
舎
人
の
方
が
年
長
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
に
来

栖
王
を
三
嶋
王
よ
り
先
に
挙
げ
て
い
る
の
は
︑
来
栖
王
が
年
長
で
あ

る
た
め
か
︒﹂
と
あ
り
︑
同
様
の
推
測
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

（
17
）　

拙
稿
前
掲（
5
）二
四
頁
︒

（
18
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
三
年
十
月
辛
丑
条
に
﹁
今
二
親
王
︑
宗
室

年
長
﹂︑
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
に
﹁
宗
室
中
︑
舎
人
・
新
田

部
両
親
王
︑
是
尤
長
也
﹂
と
あ
る
︒

（
19
）　

鈴
鹿
王
は
︑
初
叙
の
一
六
年
後
の
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
に
従

四
位
上
に
昇
叙
さ
れ
る
︒
従
四
位
下
の
ま
ま
昇
叙
さ
れ
な
い
孫
王
も

多
い
が
︑
昇
叙
さ
れ
る
場
合
は
概
ね
一
〇
年
前
後
で
あ
り
︑
他
の
孫

王
に
比
べ
て
も
初
叙
か
ら
一
六
年
後
に
昇
叙
と
い
う
の
は
長
い
方
で

あ
る
︒
兄
長
屋
王
が
初
叙
か
ら
約
二
〇
年
の
間
に
正
二
位
ま
で
昇
り

つ
め
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒

（
20
）　

拙
稿
﹁
女
帝
即
位
の
歴
史
的
意
義
﹂（﹃
日
本
古
代
の
女
帝
と
譲

位
﹄
塙
書
房　

二
〇
一
五
年
︑
初
出
二
〇
一
三
年
）︒

（
21
）　

継
嗣
令
4
王
娶
親
王
条
︒

（
22
）　

吉
備
所
生
の
膳
夫
王
の
初
叙
が
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
な
の

で
︑
二
世
王
最
年
少
で
あ
る
一
九
歳
で
の
叙
位
だ
っ
た
と
し
て
も
慶

雲
三
年
（
七
〇
六
）
ま
で
に
は
膳
夫
を
産
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
︒

ま
た
天
武
一
二
年
（
六
八
三
）
生
ま
れ
の
文
武
と
の
関
係
は
不
明
だ

が
︑
姉
の
元
正
の
生
年
が
天
武
九
年
な
の
で
︑
文
武
即
位
時
点
（
六

九
七
）
で
一
八
歳
の
元
正
を
上
回
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
︑
長
屋

王
と
の
婚
姻
は
文
武
の
即
位
後
︑
内
親
王
と
な
っ
て
か
ら
の
可
能
性

が
高
い
︒

（
23
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
慶
雲
元
年
正
月
癸
巳
条
︒

（
24
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
二
年
一
一
月
甲
寅
条
︑
同
三
年
四
月
癸
卯

条
︑
霊
亀
二
年
正
月
壬
午
条
︑
養
老
二
年
三
月
乙
巳
条
︑
同
五
年
正

月
壬
子
条
︒

（
25
）　

初
叙
（
従
四
位
下
）
か
ら
従
四
位
上
へ
の
昇
叙
ま
で
の
年
数

﹇
表
２
﹈
を
平
均
し
て
算
出
︒

（
26
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
元
年
三
月
癸
卯
条
︑
養
老
四
年
八
月
癸
未

条
︒

（
27
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
霊
亀
元
年
二
月
丁
丑
条
︒

（
28
）　

大
山
誠
一
﹃
長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
朝
政
治
史
﹄（
吉
川
弘
文

館　

一
九
九
三
年
）
六
二
頁
︑
寺
崎（
12
）二
五
六
頁
︒

（
29
）　

拙
稿
﹁
令
制
キ
サ
キ
制
度
の
基
礎
的
考
察
﹂（﹃
日
本
古
代
の
女

帝
と
譲
位
﹄
塙
書
房　

二
〇
一
五
年
︑
初
出
二
〇
一
一
年
）︒

（
30
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
元
年
二
月
癸
酉
条
︒
桑
田
王
は
石
川
夫
人

所
生
と
の
説
も
あ
る
︒

（
31
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
五
年
三
月
辛
亥
条
︑
同
一
二
年
正
月
庚
子

条
・
一
一
月
庚
申
条
︑
同
一
四
年
九
月
甲
午
条
︒

（
32
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
一
四
年
一
〇
月
癸
未
・
戊
子
条
︒

（
33
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
一
七
年
四
月
壬
寅
条
︑
同
一
八
年
閏
九
月

乙
酉
条
︒

（
34
）　

事
件
前
の
婚
姻
と
す
る
の
は
︑
林
陸
朗
﹁
奈
良
朝
後
期
宮
廷
の
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暗
雲
﹂（﹃
上
代
政
治
社
会
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
九
年
︑

初
出
一
九
六
一
年
）︑
塚
野
重
雄
﹁
不
破
内
親
王
の
直
叙
と
天
平
十

四
年
塩
焼
王
配
流
事
件
﹂（﹃
古
代
文
化
﹄
三
五
︱
三
・
八　

一
九
八

三
年
）
な
ど
︒
事
件
後
と
す
る
の
は
︑
早
川
庄
八
﹁﹃
か
け
ま
く
も

か
し
こ
き
先
朝
﹄
考
﹂（﹃
日
本
歴
史
﹄
五
六
〇　

一
九
九
五
年
）︑

舘
野
和
己
﹁
井
上
内
親
王
・
不
破
内
親
王
・
他
戸
親
王
﹂（﹃
平
城
京

の
落
日
﹄
清
文
堂
出
版　

二
〇
〇
五
）
な
ど
︒

（
35
）　

早
川
前
掲（
34
）︒

（
36
）　

舘
野
前
掲（
34
）︒

（
37
）　

松
尾
光
﹁
古
代
戸
籍
に
み
え
る
い
わ
ゆ
る
高
齢
出
産
者
の
年

齢
﹂（﹃
飛
鳥
奈
良
時
代
史
の
研
究
﹄
花
鳥
社　

二
〇
二
一
年
︑
初
出

二
〇
二
〇
年
）︒

（
38
）　

拙
稿
﹁
不
破
内
親
王
﹂（﹃
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
！
敗
者
で
読
み

解
く
古
代
史
の
謎
﹄K

A
D

O
K

AW
A　

二
〇
一
四
年
）︒

（
39
）　

不
破
の
生
年
は
不
詳
で
あ
る
が
︑
養
老
元
年
（
七
一
七
）
生
ま

れ
の
井
上
よ
り
年
少
で
︑
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
生
ま
れ
の
安
積
よ

り
年
長
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
天
平
一
二
年
時
点
で
は
一
〇
代
半
ば

～
二
〇
歳
前
後
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
40
）　

塚
野
前
掲（
34
）︒

（
41
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
神
護
景
雲
三
年
五
月
壬
辰
条
︒

（
42
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
七
年
正
月
壬
子
条
︒

（
43
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
丙
辰
条
︒

（
44
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
午
条
︑﹃
公
卿
補
任
﹄
天

平
宝
字
元
年
条
︒

（
45
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
八
年
九
月
壬
子
条
︒

（
46
）　

仲
麻
呂
の
乱
に
際
し
て
︑
妻
子
の
不
破
と
川
継
ら
が
連
坐
し
て

い
な
い
こ
と
や
︑
依
然
と
し
た
不
破
の
冷
遇
か
ら
す
る
と
︑
淳
仁
朝

に
お
け
る
塩
焼
王
の
重
用
に
は
︑
不
破
と
の
婚
姻
関
係
は
そ
れ
ほ
ど

影
響
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
仲
麻
呂
の
乱
で
臣

籍
降
下
し
て
い
た
塩
焼
が
今
帝
と
し
て
擁
立
さ
れ
た
の
は
︑
不
破
と

の
婚
姻
関
係
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

（
47
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
慶
雲
三
年
八
月
庚
子
条
︒

（
48
）　

養
老
五
年
正
月
に
従
四
位
上
︑
養
老
七
年
正
月
に
正
四
位
下
︑

神
亀
元
年
二
月
に
正
四
位
上
（﹃
続
日
本
紀
﹄）︒

（
49
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
霊
亀
二
年
八
月
甲
寅
条
︑
神
亀
三
年
九
月
壬
寅

条
︒

（
50
）　

河
内
祥
輔
﹃
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
﹄（
吉
川

弘
文
館　

一
九
八
六
年
）︑
瀧
浪
前
掲（
2
）な
ど
︒

（
51
）　

天
平
一
八
年
四
月
に
従
四
位
下
か
ら
従
四
位
上
へ
昇
叙
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
（﹃
続
日
本
紀
﹄）︑
こ
の
前
後
と
も
考
え
ら
れ
る

が
︑
不
明
︒

（
52
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
︑
天
平
宝
字
元
年

七
月
己
酉
・
庚
戌
条
︒

（
53
）　

拙
稿
﹁
女
帝
の
不
婚
性
﹂（﹃
日
本
古
代
の
女
帝
と
譲
位
﹄
塙
書

房　

二
〇
一
五
年
）︒

（
54
）　

橘
奈
良
麻
呂
の
変
で
捕
ら
え
ら
れ
た
佐
伯
全
成
の
勘
問
の
な
か

で
︑﹁
去
天
平
十
七
年
﹂
に
﹁
猶
無
レ

立
二

皇
嗣
一

﹂
と
し
て
︑
黄
文
王

を
擁
立
す
る
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
（﹃
続
日
本
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紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
戌
条
）︒

（
55
）　

白
壁
擁
立
に
関
す
る
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
元
年
八
月
癸
巳
条
や

﹃
水
鏡
﹄
で
は
︑
年
齢
や
先
帝
の
功
績
︑
子
の
多
少
な
ど
の
問
題
と

さ
れ
︑
井
上
と
の
婚
姻
関
係
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
だ
が
︑

﹃
続
日
本
紀
﹄
の
即
位
前
紀
に
は
︑﹁
龍
潜
之
時
﹂
の
童
謡
が
引
か

れ
︑﹁
于
レ

時
井
上
内
親
王
爲
レ

妃
︒
識
者
以
爲
︑
井
則
内
親
王
之

名
︒
白
壁
爲
二

天
皇
之
諱
一

︒
蓋
天
皇
登
レ

極
之
徴
也
︒﹂
と
あ
り
︑
井

上
と
の
婚
姻
と
白
壁
擁
立
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
︒

（
56
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
元
年
一
一
月
甲
子
条
︑
同
二
年
一
二
月
丁

卯
条
︒

（
57
）　

坂
上
康
俊
﹃
律
令
国
家
の
転
換
と
﹁
日
本
﹂﹄（
講
談
社　

二
〇

〇
一
年
）
一
五
頁
︒

（
58
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
宝
字
三
年
六
月
庚
戌
条
︒

（
59
）　

拙
稿
﹁
皇
后
制
の
成
立
﹂（﹃
日
本
古
代
の
女
帝
と
譲
位
﹄
塙
書

房　

二
〇
一
五
年
）︒

（
60
）　

榎
村
寛
之
﹁
元
・
斎
王
井
上
内
親
王
廃
后
事
件
と
八
世
紀
王
権

の
転
成
﹂（﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
三
四　

二
〇
〇

七
年
）︒

（
61
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
三
年
三
月
癸
未
条
︑
五
月
丁
未
条
︑
宝
亀

四
年
正
月
戊
寅
条
︒

（
62
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
四
年
一
〇
月
辛
酉
条
︑
同
六
年
四
月
己
丑

条
︒

（
63
）　

前
者
は
林
前
掲（
34
）・
角
田
文
衞
﹁
宝
亀
三
年
廃
后
廃
太
子
事

件
﹂（﹃
角
田
文
衞
著
作
集
三 

律
令
国
家
の
展
開
﹄
法
蔵
館　

一
九

八
五
年
︑
初
出
一
九
六
五
年
）・
中
川
久
仁
子
﹁﹁
桓
武
﹂
擁
立
の
背

景
︱
井
上
・
他
戸
母
子
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂（﹃
日
本
古
代
史
研

究
と
史
料
﹄
青
史
出
版　

二
〇
〇
五
年
）
な
ど
︒
後
者
は
大
隅
清
陽

﹁
桓
武
天
皇
﹂（﹃
古
代
の
人
物
四 

平
安
の
新
京
﹄
誠
文
堂　

二
〇
一

五
年
）
な
ど
︒

（
64
）　
﹃
公
卿
補
任
﹄
宝
亀
二
年
条
︒

（
65
）　

林
前
掲（
34
）︒

（
66
）　

前
掲
註（
41
）︒

（
67
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
三
年
一
二
月
戊
午
条
︑
宝
亀
四
年
正
月
丁

丑
朔
条
︑
五
月
丙
戌
条
︑
天
応
元
年
一
一
月
庚
午
条
︒

（
68
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
宝
亀
一
〇
年
正
月
丙
寅
条
︒

（
69
）　

清
水
み
き
﹁
桓
武
天
皇
の
来
た
道
﹂（﹃
桓
武
と
激
動
の
長
岡
京

時
代
﹄
山
川
出
版
社　

二
〇
〇
九
年
）︒

（
70
）　

吉
川
前
掲（
2
）︒

（
71
）　

氷
上
川
継
事
件
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
︑
本

稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
主
に
参
照
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
︒
林
前
掲（
34
）︑
阿
部
猛
﹁
天
応
二
年
の
氷
上
川
継
事
件
﹂（﹃
平

安
前
期
政
治
史
の
研
究
﹄
高
階
書
店　

一
九
九
〇
年
）︑
亀
田
隆
之

﹁
氷
上
川
継
事
件
﹂（﹃
奈
良
時
代
の
政
治
と
制
度
﹄
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
一
年
）︑
木
本
好
信
﹁
氷
上
川
継
事
件
と
藤
原
浜
成
﹂（﹃
甲

子
園
短
期
大
学
文
化
情
報
学
科
研
究
報
告
﹄
一　

二
〇
〇
六
年
）︒

（
72
）　
﹃
続
日
本
紀
﹄
延
暦
元
年
閏
正
月
甲
子
（
10
日
）・
丁
酉
（
14

日
）・
辛
丑
（
18
日
）・
壬
寅
（
19
日
）
条
︒
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